４　税務情報システム

（１）概要
地方税に関する賦課、収納、還付及び滞納整理などの税務事務の標準化・効率化とともに高度の情報セキュリティ機能維持を目的とし、税務情報システムの運用を行っています。
このシステムは、税務事務の効率的な運営と税制改正等に柔軟に対応可能な合理的で最適なシステムとして平成２７年９月に新しく独自開発したWeb系システムの税務情報システムと、地方税ポータルシステム（以下、ｅＬＴＡＸという。）を利用した法人府民税・事業税等の申告・申請受付や自動車保有関係手続のワンストップサービスシステムなどの外部連携システム等から成り、収納機会の拡大を目的にコンビニ収納、ｅⅬ―ＱＲを活用した収納等を実施しています。

· 税務情報システムにおけるサブシステム構成

	サブシステム名
	概要

	法人三税
	法人三税（法人事業税、法人府民税及び特別法人事業税）の賦課・諸統計等の事務に係るサブシステム

	個人事業税
	個人事業税の賦課・諸統計等の事務に係るサブシステム


	不動産取得税
	不動産取得税の賦課・諸統計等の事務に係るサブシステム

	軽油引取税
	軽油引取税の賦課・諸統計等の事務に係るサブシステム

	府民税三割
	利子割、配当割及び株式等譲渡所得割の賦課・諸統計等の事務に係るサブシステム

	自動車税
	自動車税（種別割、環境性能割）の賦課・諸統計等の事務に係るサブシステム

	軽自動車税環境性能割
	軽自動車税（環境性能割）の市町村への振込事務を行うサブシステム

	宿泊税
	宿泊税の賦課・諸統計等の事務に係るサブシステム

	管理・収納
	各税目の収納、還付及び督促等の管理事務に係るサブシステム

	納税
	滞納整理事務（納税交渉、滞納処分及び差押財産の換価に係る事務、進捗状況管理）に係るサブシステム

	共通・あて名管理
	各サブシステムで共通に利用する納税者に関するあて名情報やコードマスタ等業務機能を一元管理し、各サブシステムでの利用を可能としたサブシステム



外部連携システム

（1） ｅＬＴＡＸ
地方税共同機構が運営する地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続きを電子的に行うシステムです。納税者の利便性の向上を図るとともに、税務事務の省力化を図っています。ｅＬＴＡＸは、電子申告システム、審査システム、共通納税システム及び国税連携システム等から構成されています。
· 電子申告システム
法人三税、府民税三割、軽油引取税、ゴルフ場利用税、府たばこ税及び宿泊税の申告及び各種申請、届出の手続きを電子的に行うシステムです。
· 審査システム
電子申告システムの利用に際し、地方税ポータルセンターとのデータ授受、審査処理事務等を行うシステムです。
· 共通納税システム
マルチペイメントネットワークの仕組みを利用して、電子申告対象税目の納税手続きを電子的に行うシステムです。
· 国税連携システム
国税庁から送信された所得税確定申告書等データを受信するシステム及び地方公共団体間で資料情報等を相互にデータ提供するシステムです。

（2） 自動車保有関係手続のワンストップサービスシステム（ＯＳＳ）
国土交通省、警察及び都道府県等が共同で運営し、自動車を保有するために必要な各種手続（検査登録、保管場所証明申請等）と税の納付（自動車税環境性能割及び種別割等の申告・納税）をインターネット上で、一括して行えるシステムです。納税者の利便性の向上を図るとともに、税務事務の省力化を図っています。

（3） 軽自動車保有関係手続のワンストップサービスシステム（軽ＯＳＳ）
軽自動車協会及び都道府県等が共同で運営し、軽自動車を保有するために必要な検査申請と税の納付（自動車税環境性能割及び種別割等の申告・納税）をインターネット上で、一括して行えるシステムです。ＯＳＳと同様に納税者の利便性の向上を図るとともに、税務事務の省力化を図っています。

（4） 個人事業税検索システム
国税連携システムから受信した所得税確定申告書等データのうち、給与所得者用以外の申告データを8年間保持し、個人事業税の課税事務を補完するシステムです。

（5） 府税コールセンター催告システム
　　税務情報システムで抽出した納税慫慂対象者データを登録し、納税慫慂後に当該システムで入力された納税慫慂結果データを税務情報システムへ送信するシステムです。
府税収入の確保のため、納税慫慂業務の円滑化を図っています。

（カ）共通納税インターフェースシステム
　　税務情報システムで作成した納付書に記載されているｅＬ-ＱＲ及びｅＬ番号を使用し、電子
　納付が行えるようにするため、納付書情報をアップロードしているシステムです。
　ＬＧＷＡＮの閉域網内に地方税共同機構がＬＧＷＡＮ-ＡＳＰとして構築・運用を行っていま
す。
· 
税務情報システムの情報セキュリティ
税務情報システムは、マシンルームに設置するサーバで動作しており、府税事務所等に設置する端末機から税務情報ネットワークを通じて税務情報システムにアクセスし、オンライン処理を実施しています。本システムとこれに係る機器等については、不正アクセス及び不正利用、情報漏えい、災害等への対策として、以下のセキュリティ措置を講じています。

物理的対策
機器設置場所への不正な立ち入りによる盗難や、災害等による機器、データ等の破損に対する対策として、次の対応を行っています。
・ICカードによる入退室管理システムを設置し、不正利用者の立ち入りを防ぐ。
・サーバに無停電電源装置等を接続し、停電によるデータの消失を防ぐ。
・サーバ設置施設に不活性ガス消火設備を完備し、火災によるデータの消失を防ぐ。
・サーバラックは免震装置の上に設置し、地震によるサーバ損壊を防ぐ。
・職員不在時には執務室内を施錠して管理し、情報機器、紙媒体等の盗難を防ぐ。
技術的対策
システムへの不正アクセス及び不正利用、情報漏えい等に対する対策として、次の対応を行っています。
・税務情報システムへのログインIDは、税務職員等のみに設定し、担当業務ごとに利用できる機能を制限する等の権限管理を行う。
・税務情報システムにおける操作ログ（ユーザーＩＤ、アクセス日時、アクセス内容、出力内容等）を記録し保存する。
・税務情報システムのオンライン画面は、一定の時間無操作状態が続くとセッションタイムアウト（強制切断）状態となるよう設定し、不正利用（なりすまし）を防ぐ。
・ファイアウォールを設置しサーバへの不正アクセスを防止する。
・サーバ及び端末機にはウィルス対策ソフトをインストールし、定期的に定義ファイルを更新することにより、不正プログラムの侵入や情報漏えいを防ぐ。
・サーバ及び端末機に導入しているＯＳ及びソフトウェアについて、必要に応じてセキュリティパッチを適用する。
・端末機について、不要な外部媒体等の使用を制限し、情報の不正な抜き取りを防ぐ。
・端末機について、離席等一定の時間無操作通信状態が続くとロック状態となるよう設定し、また二要素認証を導入することで税務職員等以外の不正利用を防ぐ。
・ネットワークについて、府税事務所等を府専用のネットワークで接続することにより、ネットワーク通信時の情報の盗聴を防ぐ。また、インターネットから切り離されたネットワークとすることで、外部からのシステムへの攻撃や、外部への情報漏えいを防ぐ。
人的対策
・職員の情報セキュリティに対する意識を高めるために、個人情報保護研修を年に1度実施する等の取組みを行っています。
・また、システムに関わる個人情報等の漏えい事件発生時には、その都度、速やかに情報セキュリティに関する個別通知を全税務職員等に発出しています。


（２）経過
昭和40年度	企画部電子計算室において、自動車税課税システム、法人二税統計システムの運用を開始
昭和43年度	個人事業税課税システムの運用を開始
昭和46年度	総務部税政課に税務専用コンピュータを導入し、オンライン機能を有する自動車税トータルシステムの運用を開始（自動車税課税システムを再構築）
昭和48年度	個人事業税システムの運用を開始（個人事業税課税システムを再構築）
昭和56年度	法人二税システムの運用を開始（法人二税統計システムを再構築）
昭和63年度	税務総合電算システムの運用を開始（法人二税・個人事業税システムは再構築）
平成 ７年度	自動車税電算システムの運用を開始（自動車税トータルシステムを再構築）
平成11年度	税務情報化基本指針を策定
平成12年度	府税事務所を再編成（21府税事務所 → 12府税事務所）
端末機をオンライン専用機からパソコンに変更し、各事務所にサーバを導入し、税務ＬＡＮシステムを構築　
（平成13年1月）本庁1人1台を実現
平成13年度	滞納整理支援システムの運用開始　
（平成13年4月）税務情報化推進計画を策定
平成14年度	（平成15年3月）府税事務所及び自動車税事務所に1人1台の端末機配置を実現
平成16年度	（平成17年1月）地方税電子申告システムの運用開始（法人二税）
平成17年度	（平成17年7月）自動車取得税システムの運用開始、コンビニ収納（自動車税）に対応
（平成17年12月）自動車保有関係手続のワンストップサービスの運用開始
平成21年度　 自動車税コールセンターの運用開始（民間委託）
各府税事務所に自動車税継続検査用納税証明書自動発行機を設置
平成22年度　 府税窓口委託業務運用開始
　　　　　　　　　　 自動車税コールセンターを府税全税目対象の府税コールセンターに移行
なにわ北府税事務所に法人三税申告書等のＯＣＲ読取業務を集約化し業務委託開始
　　　　　　　　　　 （平成23年3月）個人事業税検索システムの運用開始
平成24年度　 （平成24年8月）コンビニ収納（総合税）に対応
（平成24年11月）府税コールセンターを夕陽丘庁舎に移し運用開始
平成25年度　 府税事務所を再編成（12府税事務所→10府税事務所）
法人三税申告書等のＯＣＲ読取業務の作業場所を中央府税事務所に移転
　　　　　 （平成25年5月）クレジット収納（自動車税）に対応
平成27年度　 （平成27年9月）税務情報システム（Web系システム）の運用開始・ペイジー収納（全税目）に対応
平成28年度　 （平成29年１月）宿泊税システムの運用開始
 令和元年度　  （令和元年10月）地方税共通納税システムの運用開始
　　　　　　　 　　　　　　　   軽自動車税環境性能割システムの運用開始
令和3年度　  （令和3年10月）地方税電子申告システム（府民税三割）に対応
（令和4年2月） 法人三税申告書等のＯＣＲ読取業務のうち、読取の作業
場所を全府税事務所に変更 ＊訂正作業は引続き中央府
税事務所で対応
令和4年度　  （令和5年1月） 軽自動車保有関係手続のワンストップサービスの運用
開始
令和5年度　  （令和5年４月） ｅＬ―ＱＲを活用した収納に対応
（令和5年10月） 地方税電子申告システム（ゴルフ場利用税・府たばこ税・宿泊税）に対応
令和6年度　  （令和6年10月）地方税電子申告システム（軽油引取税）に対応





（３）システムの規模　　（令和７年３月末現在）

	システム名(サブシステム名)
	データ件数

	法人三税
	３６９千件
	（法人登録数）

	個人事業税
	３１０千件
	（個人登録数）

	不動産取得税
	６１４千件
	（課税件数）

	軽油引取税
	１千件
	（事業者登録数）

	府民税三割
	８千件
	（取扱店舗数）

	自動車税
	２，２７１千件
	（自動車登録件数）

	軽自動車税環境性能割
	４３４千件
	（調定件数）

	宿泊税
	２千件
	（宿泊施設登録件数）

	管理・収納
	２７，３９１千件
	（調定件数）　

	納税
	１，０３１千件
	（徴収金件数）　

	共通・あて名管理
	４，６０１千件
	（納税者登録数）

	計
	３７，０３３千件



（４）端末機等の設置状況　　（令和７年３月末現在）※予備機を含む

	配置場所
	パソコン
	プリンタ

	
	ノート
	デスクトップ
	計
	レーザ
	インパクト
	計

	[bookmark: RANGE!A3]　
	税務局
	174
	6
	180
	25
	7
	32

	府　　税　　事　　務　　所
	中央
	209
	13
	222
	31
	4
	35

	
	なにわ北
	83
	2
	85
	17
	3
	20

	
	なにわ南
	48
	1
	49
	12
	1
	13

	
	三島
	76
	1
	77
	16
	2
	18

	
	豊能
	56
	1
	57
	14
	2
	16

	
	泉北
	104
	1
	105
	20
	2
	22

	
	泉南
	56
	1
	57
	14
	2
	16

	
	南河内
	50
	1
	51
	14
	2
	16

	
	中河内
	89
	1
	90
	17
	2
	19

	
	北河内
	98
	1
	99
	17
	1
	18

	自動車税事務所
	大阪
	163
	0
	163
	21
	2
	23

	
	寝屋川分室
	19
	2
	21
	4
	5
	9

	
	和泉分室
	17
	2
	19
	4
	4
	8

	
	なにわ分室
	17
	2
	19
	4
	4
	8

	計
	1259
	35
	1294
	230
	43
	273





